
日本学術会議 「軍事的安全保障研究に関す る声明」を受けて

―  日本看護系学会協議会の見解 ―

日本学術会議は平成 29年 3月 24日 、幹事会決定として 「軍事的安全保障研究に関

する声明」を発表 した。同声明では、1950年、1967年に出された「戦争を目的とする

科学の研究は絶対にこれを行わない」声明を継承することが宣言されている。科学者の

戦争協力への反省を過去のものにしてはならないという意志と、学術と軍事の接近が進

んでいることへの強い懸念が表明されている。

同声明では、学術の健全な発展のためには、研究の自主性 。自律性、研究成果の公開

性が重要なのだが、防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」による研究助成は、政

府による研究への介入等により、これらが担保されない恐れがあると警戒を示 している。

また、研究成果の軍事目的への転用の可能性を考慮に入れる必要があることから、研究

資金の獲得に際して、入 り口段階での慎重な判断が求められるとして、研究者個人だけ

ではなく、大学等の研究機関における審査体制の整備、学協会におけるガイ ドライン等

の設定が求められるとしている。なお、本声明に加えて、「安全保障と学術に関する検

討委員会」は審議結果をまとめた報告書を公表 している。声明において言及されている

重要な論点は、報告書の中で詳細に述べられている。

一般社団法人 日本看護系大学協議会は、看護学研究に携わる看護系学会の立場から、

日本学術会議の声明を支持 し賛同する。

本協議会は、「看護学の学術的発展をめざす看護系学会の相互交流と連携をはかり、

看護学研究の成果を社会に還元する学会活動を支援 し、また看護学学術団体の立場から、

人びとの健康と生活の質の向上のため国や社会に向かつて必要な提言を行 う」ことを目

的に設立し活動を続けてきた。看護学は、病気やけがなどの健康問題、さまざまな原因

による健康被害に直面している人々への人間的かつ専門的な援助を探究する学問とし

て、人間の安全保障に深く貢献すると考えられる。看護学研究はそれ自体としては軍事

目的の研究とは結び付きにくいと思われるかもしれない。しかしながら、災害時の看護

状況は、自然災害のみならず紛争やテロなどによる被災者支援も含まれてお り、人間の

安全保障から国家の安全保障へと境界を超える危険性は常に存在するとみなければな

らない。

本協議会の目的にもあるように、看護学研究の究極の目的は人びとの生命 と健康、生

活の質の向上であり、それは平和で安全な社会の維持 。探究と深くかかわつている。本

協議会は、このような看護学と看護実践の目的に立ち、日本学術会議のこの度の声明の

意味を熟考すること、軍事目的の研究 。その恐れがある研究には加担 しないことを提言

する。

本協議会は、社員学会が「声明」で求められているガイ ドラインの設定を進めるに際

して、参考になるように、次の提案を行 う。



社員学会への提案

1.社員学会は、この度の日本学術会議 「軍事的安全保障研究に関する声明」および安

全保障と学術に関する検討委員会報告 「軍事的安全保障研究について」をとりあげ、

役員会 。社員総会 。学術集会等において、その内容の周知を図り、議論 し、理解を深

める。

2.社員学会は看護学分野、特に各学会の専門看護学分野と軍事的安全保障研究との接

点を検討 し、注意すべき研究テーマ等について学会員に自覚を促す。

3.社員学会は、軍事的安全保障研究についての日本学術会議を始めとする科学者団体、

大学の動き等に注目して情報を得る。

4.学会として、学問の自由、研究者の自律性 。主体性の尊重と人びと。地域社会 。国

際社会への貢献をめぐる幅広い議論の機会をもつ。

5。 社員学会は、学会員による防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」あるいは軍事

利用への恐れがある民間研究助成金等への応募について、さらに、助成を受けた研究

の学会発表、研究論文の掲載について検討 し、学会としての見解を示す。ホームペー

ジ等で社員のみではなく、社会に向けて公表する。

6.各学会における研究ガイ ドラインの整備のための準備を進める。

ガイ ドラインには、以下の諸点について検討 し含めることが必要である。

*各学会の定款もしくは会則に定められている目的に照らして、推奨されるべき研究

について

*軍事研究や軍事に資する可能性のある研究について

*防衛装備庁「安全保障技術推進制度」を含む軍事利用・転用への恐れがある助成金ヘ

の応募について

*産官学共同研究への参加に際しての留意すべき事項について

*個 々の学会員が看護学研究者として、学問の自由と人びと、社会への貢献とい う広

い視野から考えることの推奨

*市民や看護ケアの受け手の視点の組み入れもしくは共同とい う観点を含めること

の奨励

*研究倫理・看護倫理の遵守

研究者の使命 と看護専門職 としての使命について

*そ の他


